
● 農業委員会における農地利用最適化に向けた新体制への移行 
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●集落における 

農業精通者 
 

●農業協同組合 

営農指導員等 

農業委員会協力員（H23.7 月設置） 
（定数 18 人） 

農業委員会（定数 38 人） 農地利用意向調査 

【 新体制案 】 

 
農地利用最適

化推進委員    

(32 人) 

●農業協同組合 

 営農指導員等 

(主に農協支所長) 

農業委員会 

協力員 

(９人) 

連携 

連携 

農用地の利用調整で活動する既存組織の活用 

 

農地利用のあっせん申し出 

農用地利用権設定等推進員 

委嘱 

活動手当の支給 

農業者等 

H29.7.20 から 

農地利用状況調査 

決定行為 

連携 

現場活動 農 

協 

農業委員 

(19 人) 

農
業
委
員
会 

農業委員＋農地利用最適化推進委員(農用地利用権設定等推進員)＋農業委員会協力員 

 〈 新体制のポイント 〉 

農地の利用の最適化を図るため，農委法の改正趣旨に沿って，従来の委員の機 

能を 「委員会としての決定行為」 と 「地域活動」 に分化し，体制を強化する。 
 

「農業委員」及び「農地利用最適化推進委員」の新体制に，「農業委員会協力員」 

を加えて，農地利用最適化推進の基礎づくり（農地情報の把握など）に取り組む。 
 

本市の農業委員会は，従前から取り組む 「農地銀行」 を継続し，現場活動を行 

う農地利用最適化推進委員と農業協同組合営農指導員等を 「農用地利用権設 

定等推進員」 として委嘱し，農地中間管理機構との連携も含めて，農用地の利 

用調整等の農地利用の最適化に取り組む。 

農地銀行 

（農用地利用権設定等推進員 51 人） 

農地中間管理機構（県農業公社） 

支援 

（農業委員会法の改正） 

「農地利用の最適化」に向けて 
担い手への農地集積・集約化，耕作放棄地の発生防止・解消，新規参入の促進 

              

現場活動体制の強化 

委嘱 

貸し手農家等の掘り起こし 

○個別訪問 ○農地利用相談
○啓蒙啓発 ○意向調査 他 

農地銀行 (Ｓ63.3 設置/市単事業) 

 

 

 

〈 農用地利用調整会議 〉 
 

●農地流動化情報の一元的な集約・管理 

●農地の流動化や農用地の利用調整 
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